
【設計業務】

業務名 ： 206-3 倉坂地区災害復旧工事測量設計業務

特 記 仕 様 書
第１（目的･趣旨）

本業務は、206-3 倉坂地区災害復旧工事に伴う設計業務を行うものである。

第２（適用範囲）‥‥（該当しない共通仕様書は削除する）
本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通

仕様書（最終改定年月日）」、「地質･土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県

土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「工損調査共通仕様書（最終改定年

月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特

記仕様書によること。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 業務内容

206-3 倉坂地区

・測量業務

・調査業務

・設計業務

１ １ 1106 管理技術者 ３

・業務経験

・保有資格及び業務に該当する部門又は専門

分野

１ １ 1107
照査技術者及び照

査の実施
１

本業務は、照査技術者を定め照査を実施す

る。なお、照査にあたっては、「照査設計照査

要領」及び調査職員の指示によること。

１ １ 1110 打合せ等 ２

本業務における打合せ協議は、下記の主要

な区切りにおいて行うこととし、２回を予定

している。

・当初、成果品納品時

なお、業務着手時及び業務完了時には管理

技術者は立ち会うこと。

１ １ 1112
資料の貸与及び返

却
１

本業務において必要となる資料については、

初回打合せ時において、双方確認し貸与する

こととする。

１ １ 1116 成果物の提出 １

報告書 ２部

内訳

・各報告書等 一式

・図面 一式（電子データ）

１ ２ 1209 設計業務の条件 １

【設計条件】

仮設方法の検討。その他については、打合せ

時に確認

追加 疑義等
業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、

監督員と協議し、速やかに処理すること。


